
9・4 2003年度以降5年間の内航適正船腹量

2003年12月11日、交通政策審議会第8回海事分科会（分科会長：三村 明夫 (社)日本鉄鋼連盟
会長、資料9-4-1参照）において「2003～2007年度の内航適正船腹量」が策定され、同日付けで資
料9-4-2のとおり国土交通大臣に答申した。
適正船腹量の策定・告示は、「運輸大臣は、内航海運業の用に供する船舶について、当該年度以

降の5年間について国内における貨物輸送の需給事情その他の経済事情を勘案した各年度の適正な
船腹量を船種毎に定め告示しなければならない」旨の内航海運業法の規定に基づき実施されている

ものである。

同答申によると、2003年9月30日現在の６船種の船腹量小計は、3,077千総トンとなっており、
同年度の適正船腹量3,007千総トンに比して約2.3%（70千総トン）過剰となっている。船種別に見
ると、貨物船、自動車専用船以外は、船腹不足となっているが2007年度には、貨物船が過剰に転じ
るとされている。

また、今後の適正船腹量の告示については、同審議会の答申「内航海運の活性化による海上物流

システム高度化について」において「この適正船腹量に照らして著しく船腹量が過大になるおそれ

がある場合には船腹量の最高限度を設定されるとされているが、競争的市場環境の整備を図るため、

これを廃止することが適当である。」としており、これに基づき、内航海運業法の改正（平成17年
4月1日実施）を行い、最高限度量の廃止、このために必要とされる法律に基づく適正船腹量の告
示の廃止が決定された。但し、適正船腹量は、内航海運事業者等関係者にとって、内航船舶建造等

の中期的な指針を与えるものとして名称を変更し、法律に基づかないかたちで今後とも何らか指標

を作成し発表することとしている。
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